
安来市公告

入札公告

下記のとおリー般競争入札を次のとおり実施するので、安来市契約規則 (平成 16
年安来市規則第 58号)第 3条の規定に基づき公告する。

令和8年 5月 29日
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1 入札に付する事項
の で あ

2 入札に参カロする者に必要な資格 (以下「競争参加資格」とい う。 )

令和7・ 8年度安来市測量、建設コンサルタン ト業務等有資格者名簿に登載され、

かつ、次に掲げる条件をすべて満足すること。ただし、共同企業体の参加は認めな

い ハ

業務名
地域連携道路事業 安来道路安来スマー トインターチェンジ (仮称)外用地測量業務

(以下「本件業務」という。 )

土木関係建設コンサルタント業務業務の種類

安来市 切川町～飯島町施行場所

完成期 日 令和9年 3月 19日

最低制限価格 設定する

免除する入札保証金

納付する (10/100以上 )契約保証金

有前金払

業
務
概
要

L=1.6Km
A=9,4万 だ
N=1箇所

測量業務
用地測量業務
物件調査業務

部分払 征

支払条件

その他

入札参加資格
業種

用地測量業務

営業所所在地 安来市に本店又は支店等を有すること。

業務実績等
元請として過去10年 (平成28年度～令和7年度)以内に安来市が
発注した請負金額10,000,000円 以上の測量業務の履行実績を有す

ること。



配置技術者

次の全ての基準を満たす者を配置できること。
ア 測量法に基づく測量士の有資格者であること。

イ 配置する技術者は本件業務の開札日以前に 3か月以上の恒常
的な雇用関係を必要とする。

その他
1地方自治法 日召不日22年― 16号 ) 167 の 4
の規定に該当しないこと
2安来市における市税の滞納がない者であること
3公告の日から入札書等提出期限の日までに、安来市建設業務等
入札参加者指名停止等措置要綱 (平成 16年 10月 1日 安来市
告示第 15号)の規定による指名停止を受けていないこと
4次の各号のいずれにも該当しない者
(1)破産法 (平成 16年法律第 75号 )第 18条又は第 19条の
規定に基づく破産の申立てがなされている者
(2)民事再生法 (平成 11年法律第 225号 )第 21条の規定に
基づく再生手続の申立てがなされている者
(3)会社更生法 (平成 14年法律第 154号 )第 17条の規定に
基づく更生手続の申立てがなされている者
(4)役員等 (個人、若 しくは法人である場合にはその役員又はそ
の支店若 しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号。以下「暴封
法」という。)第 2条第 6号に規定する暴力団員 (以下「暴
力団員」という。)である者
(5)暴対法第 2条第 2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」とい
う。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(6)役員等が自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的
又は第二者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団
員を利用するなどしている者

(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対 して資金等を供給し、又
は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維
持、運営に協力し、若しくは関与している者
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有している者
5入札に参加 しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関
係がないこと

(1)親会社と子会社の関係
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係
(3)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
4 3 は



3 電子調達システムの利用
本件業務に係る次の入札手続きについては、「安来市電子入札運用基準 (受注者

用)」 により、電子調達システムにより行 うものとする。なお、電子調達システム

の稼働時間は、安来市の体日を定める条例 (平成 16年 10月 1日 安来市条例第2号 )第 1
条第1項に規定する体 日 (以下「休日」という。)を除く午前9日寺から年後5日寺までな
ので注意すること。
また、電子入札によりがたい者は、安来市電子入札運用基準 (受注者用)第 6条で
規定する紙入札方式参加承認願を提出し、承認 された場合に限り紙入札によること

ができる。

4 競争参加資格に関する事項
(1)提出する書類
入札参加を希望する者は、電子調達システムにより競争参加資格確認申請書及

び競争参加資格確認資料 (以下「申請書等」という。)を提出しなければならな
い 。

期限までに申請書等を提出しない者は、本件業務の入札に参加することができ

ない。
なお、申請書等は原則 PDF形 式とし、ファイル名の一部に会社名 (略称可)
を入れること。

競争参加資格確認申請書 1部
業務実績調書 1都
配置予定技術者調書 (要添付書類) 各 1部

令和8年 5月 29日  9日寺00分 ～  令和8年 6月 19日  15時 00分
日を

降の訂正、差し替えは、 易 記 ジ) 正 を き認めない。

(3)競争参加資格の様式の入手方法
必要な様式は入札情報サービス (PPI)か らダウンロー ドすること。
(4)確認審査
競争参加資格の確認審査は、落札者を決定する時点で行 うものとし、競争参加

資格がないと認められた者については通知する。その他の者については通知しな
い 。

(5)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
競争参加資格がないと認められた者は、理由の説明を求めることができる。

説明を求める者は、競争参加資格審査の結果を通知した日の翌日から7日 以内

(休 日を含まない)に、書面を財政課に提出しなければならない。
説明を求めた者に対しては、書面を受け取つた日の翌日から7日 以内 (体 日を

含まない)に書面で回答する。

6 設計図書等に関する質問
のある シ ス ム こ と

2

く
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提出書類

申請書等
提出期間

入本Lノム`告 日から閲覧期間

入札情報サービス (PPI)に 掲載する。閲覧場所

提出期限 令和8年 6月 10日  15時 00分

回   答 令和8年 6月 12日  までに入札情報サービス (PPI)に 掲載する。



7 入札方法等
入札に参加する者は、電子調達システムにより入札書及び経費内訳書 (以下

「入

札書等」という。)を次に掲げる方法等により提出すること。
1

2 又 い 。

(3)落札決定に当たつては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に 本目
当する額を加算した金額 (当該金額に 1円未満の端数があるときはその端数を切
り捨てた金額)を もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もつた契約希望金額
の110分の1001こ相当する金額を入札書に記載すること。

(4)再度入札は 2回 とする。再度入札を行 う場合は、電子調達システムから再入札
通知書を発行する。なお、第 1回、又は第 2回の開札において、最低制限価格を
下回る入札を行つた者は、再度入札に参加できない。

8 入札の辞退
(1)入札辞退は、電子調達システムによる入札書提出期日までは、いつでも入札を
辞退することを認めるものとする。ただし、入札書を提出した後は辞退できない。

(2)入札辞退者は電子調達システムにより入札書提出期日までに手続きを行 うこと。

9 入本Lの無効
次の界、札は無効とするu
(1)入札に関する条件に違反した入札
(2)明 らかに談合その他不正な行為によつてされたと認められる入札
(3)同一人が本件業務について 2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
(4)競争参加資格のない者のした入札
(5)虚偽の申請書を提出した者の入札
(6)次のいずれかに該当する入札書を提出した者のした入札
ア 業務名、施行場所、商号若しくは名称、住所又は代表者名のいずれかが記載
されず、若 しくは記載に誤りがあるもの

イ その他、誤宇、脱宇等により意思表示が明確でないもの
(7)入札時に経費内訳書を提出しない者のした入札
(8)落札候補者の経費内訳書が次のいずれかに該当する場合にその者が行つた入札
ア 経費費内訳書の合計額 (消費税及び地方消費税相当額を除いた額)と 入札書
の入札金額が一致していないもの

イ 業務名、商号若 しくは名称、代表者名のいずれかが記載されず、若しくは記
載に誤 りがあるもの

ウ その他、誤宇、脱宇等により意思表示が明確でないもの
(9)入札書等の提出期限の日の翌日から落札者決定までに建設業務等入札参加資格
者に対する指名停止等に係る措置要綱に基づく指名停止を受けた者の入札

(10)紙入札の場合は、前各号のほか、次に掲げるものに該当する入札書を提出した
者のした入札
ア 金額の記載のないもの
イ 金額等を訂正した場合において、訂正印のないもの
ウ 記名又は押印を欠くもの

令和8年 6月 24日  9時00分 令和8年 6月 25日  15時 00分提出期間

経費内訳書
(原則としてPDF形 式とし、ファイル名の一部に会社名 (略称
可)を入れること。書式は任意様式とする。 )

添付書類



10 失格について
次の入札は失格とする。
(1)最低制限価格を下回る価格の入札をした者
(2)入札書の提出期限までに入札書又は辞退届を提出しなかった者

11 開札等に関する事項
開札は、以下の日時に行い、入札状況 (保留等の状況)及び落札結果は電子調達
システムにより入札参加者全員に通知するとともに、落札結果は入札情報サービス

(PPI

12 落札者の決定方法
(1)予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低の価格をもつて有効な入札をした
者について、競争参加資格要件を審査 し、当該要件を満たしていることが確認で

きた場合、当該入札者を落札者とする。なお、同じ最低価格をもつて入札した者

が 2人以上ある場合はくじ (電子くじを含む)に より順位を付け、その上位の者
から資格確認資料を審査する。

(2)落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して2日 (休 日を含まな
い)以内に行 うものとする。

13 その他
(1)落札決定後、十契約締結までの間に落札 した者が入札参加の資格制限又は指名停
止を受けた場合は、契約を締結しない。
(2)入札書等の作成、提出等に要する一切の費用は入札者の負担とする。

14 問い合せ先
発注担当部署

安来市建設都土木建設課
スマー トインターチェンジ推進係

貝藍言舌 0854-23-3322

FAX 0854-23-3381

電話 0854-23-3037
FAX 0854-23-3152

入札担当部  安来市総務部財政課入札契約係

令不日8年6月 26日   9日寺15分開札日時

安来市役所 財政課開札場所

立会人に関
る

紙入札により代理人が入札書を提出する場合は、委任状を提出す

ること。なお、入札者以 の立 めなヤ


